
子育て支援事業要綱 

 
制定 平成３０年３月２日 区長決定 要綱第２１号 

                    改正  平成３１年３月８日 部長決定 要綱第４５号 
            改正 令和 ６年４月１日 部長決定 要綱第 142 号 

 
（目的） 

第１条 育児への不安感や孤立感を解消するために、子育て家庭に対する情報提供、

情報交換または育児相談の場として区内公立保育園・幼稚園を開放し、地域の保

育に対する要望に応じた子育て支援事業を実施することを目的とする。 

 
 （事業内容） 
第２条 品川区が実施する子育て支援事業の種類、事業概要、実施場所、対象者、

実施日、実施時間帯、定員、申込方法および費用徴収については、別表に定める

とおりとする。   

 
（参加費の振替） 

第３条 「保護者の給食体験」の規定により徴収した参加費を納付した利用希望者

が、申込みを行った後に体験ができなくなった場合は、年度内に限り、次回の体

験希望日に振り替えることができる。 

 
（参加費の還付） 

第４条 徴収した参加費は、還付しない。ただし、区長が特別の理由があると認

めたときは、還付することができる。 

 
（委任） 

第５条 この要綱の適用について必要な事項は、子ども未来部長が別に定める。 

 
付  則 

この要綱は、平成３０年４月１日から適用する。 

 
    付  則 
この要綱は、平成３１年４月１日から適用する。 

 
  付  則 
この要綱は、令和６年４月１日から適用する。 



別表

事業の種類 事業概要 実施場所 対象者 実施日 実施時間帯 定員 申込方法 費用徴収

保育参加
保育園の当該子ど
もと同年齢のクラ
スに体験入室す
る。

保育園

園の行事への参加
保育園および幼稚
園で実施する地域
向け行事（季節の
行事等）に参加す
る。
園庭開放
保育園および幼稚
園の園庭遊具等を
開放する。

子育て相談
保育園および幼稚
園の施設見学の際
や電話等により、
職員に子育てに関
する相談をする。

品川区に在住する
次のいずれかに該
当する者
⑴　保育園・幼稚
園もしくは私立保
育施設等に通って
いない就学前の子
どもの保護者や祖
父母
⑵　妊産婦等

一日保育士
体験

保育園に在園して
いる子どもの保護
者が、子どもの在
籍するクラスまた
は希望するクラス
で保育を行い、ク
ラスの担任と面談
を行う。

保育園に在園する
子どもの保護者等

午前９時から午後
５時まで
※利用希望者が希
望する場合は、午
前９時から午後１
時まで

１園につき１日２
名までとする。

子どもが在籍して
いる保育園の各施
設長に対し、体験
希望日の２か月前
から３日前まで
に、一日保育士体
験申請書（様式第
１号）にて申し込
まなければならな
い。ただし、分園
（中延保育園およ
び西品川保育園）
で学校給食の提供
を受ける場合は、
体験希望日の２か
月前から前月の１
０日までに申し込
まなければならな
い。

食育保護者会
保育園に在園して
いる子どもの保護
者や在宅で子育て
する保護者が、食
育をテーマに給食
の調理実演を交え
た保護者会を実施
する。

品川区に在住する
次のいずれかに該
当する者
⑴　保育園に在園
する子どもの保護
者等
⑵　保育園・幼稚
園もしくは私立保
育施設等に通って
いない就学前の子
ども
⑶　⑵の子どもの
保護者や祖父母
⑷　妊産婦等

各施設長が定める
時間

各施設長がその都
度定める。

食育保護者会の実
施日の１か月前か
ら７日前までに、
参加を希望する施
設の各施設長に対
して申し込まなけ
ればならない。

保護者の給食体験
保育園に在園して
いる子どもの保護
者が、その子ども
の保育を見学した
後、当該子どもと
一緒に給食を体験
する。

保育園に在園する
子どもの保護者等

⑴　園児に給食を
提供する時間
⑵　利用希望者が
希望する時間帯

昼食の提供時間お
よびおやつの提供
時間につき、それ
ぞれ１日３名ずつ
までとする。
※一日保育士体験
の申込みを行った
者が２名に満たな
い日は、一日保育
士体験と給食体験
に参加する人数の
合計が５名となる
よう給食体験の定
員を増加すること
ができる。

体験希望日の１か
月前から３日前ま
でに、体験を希望
する園の各施設長
に対して、参加費
を添えて給食体験
申請書（様式第２
号）にて申し込ま
なければならな
い。

⑴　昼食を提供す
るとき
　　３００円
⑵　おやつを提供
するとき
　　１００円

備考
1 「保育園」とは、品川区立保育園（公設民営園を除く。）をいう。
2 「幼稚園」とは、品川区立幼稚園をいう。
3 「各施設長」とは、保育園長もしくは幼稚園長をいう。
4 「利用希望者」とは、事業に参加を希望する保護者等をいう。
5 「体験希望日」とは、一日保育士体験もしくは保護者の給食体験を希望する日をいう。
6 「０歳児園」とは０歳児から５歳児までを預かる園をいう。
7 「１歳児園」とは１歳児から５歳児までを預かる園をいう。
8 「施行規則」とは、品川区立保育所条例施行規則（平成１０年品川区規則第７７号）をいう。

無料

保育園
幼稚園

保育園

家族いっ
しょに楽し
いごはん

子育て
体験

品川区に在住する
次のいずれかに該
当する者
⑴　保育園・幼稚
園もしくは私立保
育施設等に通って
いない就学前の子
ども
⑵　⑴の子どもの
保護者や祖父母
⑶　妊産婦等

園運営上支
障がない日

午前９時から午後
４時までの各施設
長が定める１時間
程度

事業の内容に則し
て、各施設長がそ
の都度定める。

参加希望日の前日
の午後５時まで
に、当該施設の各
施設長に申し込ま
なければならな
い。


